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議事要旨(1) 実務対応報告｢排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い（案）｣について 

 

河本専門研究員より、実務対応報告｢排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い｣の改正案

について、実務対応報告第15号（平成16年11月30日公表）からの変更点を中心に説明がな

され、審議が行われた。 

委員より、「『5連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理』の国際財務報告基準又は米

国会計基準に準拠した会計処理を採用することとなる。」との記載は、実務対応報告 18号「連

結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の内容を限定的に記載

しており、本実務対応報告においては実務対応報告18号の取扱いによる旨の記載でいいのでは

ないかという意見があった。このため当該記載については修正することとされた。 

その他、内容の確認や表現及び字句修正についての意見があった。表現及び字句等の修正を

検討することとされた事項については、事務局より修正案が示された。 

 

審議の後、採決が行われ、細かい字句等の修正に関しては委員長に一任の上、出席者11名全

員の賛成により標記実務対応報告の公表が承認された。 

 

 

以 上 


